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山形県高畠町時沢集落における

ブドウ施設栽培の展開

1 .はじめに

ブドウはブドウ科に属する落葉性つる植物で

あり、その実は夏場を中心に生食用として食さ

れる他、ワイン醸造、ジュース、ジャム、 ドラ

イフルーツ、ゼリー、飴、グミ、アイスクリー

ムなどの加工品としても食される。ブドウは私

たちの日々の生活のなかで馴染みが深い果樹の

1つである。
たかはたまちゃしろ と暑さわ

本稿は山形県高畠町屋代地区時沢集落におけ

るブドウ施設栽培の導入過程や施設栽培導入後

の効果と問題点などについて栽培農家への聞き

取り調査 (2002年10月下旬--11月下旬)に基づ

くデータから明らかにすること (ill章)が目的

であるが、その前提として、 I章では既存研究

や農業統計から読み取れる日本のブドウ栽培の

動向(1節)とブドウ施設栽培の特色(2節)

について整理した後、本研究の位置づけ (3節)

について明らかにする。続く E章では JA山形

おきたまで行った聞き取り (2002年9--10月)

から JAにおけるブドウ関連施設の整備状況

( 1節)と市場への出荷状況(2節〉について

明らかにする。最後のW章では本稿の要点と今

後の課題についてまとめる。

1 .日本におけるブドウ栽培の動向

日本におけるブドウ栽培の起源については石

井(1992)の記述が詳しい。それによれば、日

本におけるブドウ栽培は1186(文治 2)年に
かいの〈にやっしろ かみいわさき こうし・う かゥぬまちaう

甲斐国八代郡上岩崎村(現、甲州市勝沼町上
あめみやかげゆ

岩崎)に住む雨宮勘解由が村の石尊祭り(毎年

3月27日)に向かう途中の道端で山葡萄とは異

なるつる植物を発見したことに始まるという説

が最も有力であるo その植物を持ち帰った雨宮

酒井宣昭・太田伸佳

氏は生育させたところ甘みのあるブドウの房が

実ったため、勘解由氏とその子孫はその苗木を

どんどん増やしながら甲府盆地への普及に尽力

していった。この地で発見してから500年以上

経過した1700年代初めには甲府盆地とくに勝沼

がブドウの名産地になっていたようであるo 現

在でもブドウというと「甲府盆地」や「勝沼」

と言われるのは、日本のブドウ栽培の中心地と

して発展し続けてきたことや800年以上という

長い歴史の上に成立していることからであろう。

日本における近代的なブドウ栽培の始まりは

明治政府が殖産興業政策の一環としてアメリカ

種の苗木を59府県に配布した1874--1875年以降

である(市川 1994)。また、デラウェアやキャ

ンベルアーリーに代表されるアメリカ種は多雨

に強いという特徴があるため、苗木は日本の気

候下で良質なブドウが育つアメリカ種を配布し

て普及させようとしたのであるo これに加え

て、第二次世界大戦後は巨峰やピオーネに代表

されるヨーロッパ種も普及したが、ヨーロッパ

種は開花期に多雨になると結実しないため、日

本の気候下で栽培するには開花期にビニール

シートなどで被覆して雨を避ける工夫が必要で

ある(石井 1992、市川 1994)。

果樹農業は1961年に制定された農業基本法の

下で、米よりも収益性の高い部門として栽培が

奨励されたが、 1970年代以降は果実消費量が伸

び悩んできたため、市場では果樹の供給過剰が

起こるとともに価格も低迷するという新たな問

題に直面することになった。徳田 (1997)は、

1970年代以降における果実供給過剰と価格低迷

という状況下で、果樹産地では価格の上昇を求

めて果樹の高品質化を追求する経営が展開され

たことを明らかにしているo 果樹の 1つである

ブドウの場合は、小粒のデラウェアから大粒の
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巨峰やピオーネへと品種を変えた産地、自然条

件下で栽培する露地栽培からビニールハウスや

温室などで栽培する施設栽培へと変化した産地

がみられた。

内山 (2002)の提示した果樹生産出荷統計に

よるブドウ結果樹面積'9'1の推移からは、①

1980年の27，900haが最高値であり、それ以前は

増加傾向(1965年19，000ha、1975年24，400ha)

に、それ以降は減少傾向(1985年26，500ha、

1995年22，500ha、2000年20，200ha)にあること、

②ブドウの品種のなかで最大面積を占めてきた

デラウェアは1980年をピークに減少する一方、

巨峰は1970年代から増加し始め、 1994年以降は

巨峰がデラウェアにかわり最大面積を占めるよ

うになったこと (2000年のブドウ結果樹面積

20，200haのうち、巨峰は33%、デラウェアは

22%、キャンベルアーリーとピオーネは 7%ず

つであった)、③2000年では沖縄県を除く北海

道から鹿児島県までブドウが栽培されている

が、その上位5は山梨県(全国占有率21.4%、

4，320ha、うち巨峰29%、デラウェ723%)、長

野県(同11.7%、2，360ha、うち巨峰79%)、山

形県(同9.9%、2，000ha、うちデラウェ771%)、

福岡県(同5.8%、1.180ha、うち巨陣67%)、

岡山県(同5.4%、1，090ha、うちピオーネ

46%)となっており、主力品種は県ごとに異

なっていることの 3点が読み取れた。

2. 日本におけるブドウ施設栽培の特色

まず、果樹全般における施設栽培のメリット

としては、永津・松井・土屋(1999)は早期出

荷、品質の向上、出荷時期の調整、労働力の分

第 1表主要3府県におけるブドウ施設

栽培面積 (2000年)

順位 府県 施設栽培面積

山形県 1，080ha (26.5%) 

2 岡山県 391ha (9.6%) 

3 大阪府 341ha (8.4%) 

全国計 4，070ha (100%) 

段林水産省統計情報部 (2002): r平成12年産

果樹生産出荷統計Jにより作成。

散、栽培規模の拡大、病害虫の防除の軽減、気

象災害の回避、高収入、安定生産などの多様な

点を指摘している。

次に、ブドウ産地に限定してみると、松井

(1974)は、岡山県では雨に弱いヨーロッパ種

のマスカットオプアレキサンドリアの安定生産

を行うためにガラス室を導入した栽培方法を確

立していることを明らかにしている。また、内

山(1996)は、長野県中野市、香川県志度町(現、
みきち aう

さぬき市志度)・三木町・高松市では収益の増

加、作業時期の分散、病害虫の防止の 3点がブ

ドウ施設栽培のメリット、ビニールハウス内の

かん水に大量の水を必要とすること、ビニール

ハウスの屋根にたまった雨水を除去するのが大

変であることの 2点がデメリットであると指摘

しているo

以上の研究から、ブドウの施設栽培では人工

的に水をまかなければならないなどのデメリッ

トがありながらも、作業時期の分散、雨を防ぐ

ことによる安定生産、出荷時期の調整、早期出

荷による高値販売などのメリットは産地あるい

は農家の経営にとって有利に働く部分が大きい

のではなL、かと考える。

2000年における主要3府県のブドウ施設栽培

面積(第 1表)は農林水産省統計情報部が公表

している平成12年産果樹生産出荷統計 (2002)

からみると、①施設栽培面積は全国の結果樹面

積20，200haの20.1%にあたる4，070haの園地に

導入されていること、②山形県は断然トップの

1，080ha (26.5%)であることが明らかになった。

3.本研究の位置づけ

1970年代以降は自然条件下で栽培する露地栽

培にかわりビ、ニールハウスや温室で栽培する施

設栽培を取り入れたブドウ産地が出てきたとい

うことは l節でみた通りである。本研究で取り

上げる山形県においても施設栽培は1970年代初

めから導入が始まり、 2000年の果樹生産出荷統

計では施設栽培率が全国1位という状況にある。

なお、 2000年における山形県市町別'9'2結果樹

面積の上位10(第2表)は、農林水産省統計情

報部が公表している平成12年産果樹生産出荷統



東般市などの内陸部のrlilsJでさかんである こと

が読み取れる。なかでも、高畠町、上山市、南

|場市、(JJ形市の 4市Ulrは全而献の約 7割を占め

るブドウ栽培ーの中心地である。

そこで、木前では山形県内におけるブドウ栽

培の中心地の lつである高畠町、さらには屋代

地区時沢集落(第 1図)を例にして施設栽培の

導入過艇や施設栽培の効梨と問題点などを明ら

かにした。この分析に使用するデータは2002年

10月下旬-ll月下旬にかけて実施したブドウ栽

培出家での聞き取り調査に基づくものである。

今回、 調査対象に した高島町屋代地区時沢集
かわとい

落のブドウ栽培は隣接する南陽市川樋から苗木

の提供を受けて1877{下に栽培が始まった県内で

も長い歴史の有する産地であるという (佐々木

1984)。

高出IU[は高出、 二j1・街、屋代、 1{l問、和田、
ぬかの 6

都~野同の 6 地区があるが、ブドウ栽培農家数が

多いのは和m、届代、高畠、 fむ岡の4地区であ
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山形県市町別におけるブドウ

結果樹面積の上位10(2000年)

第2表

順位 iIi町 結果樹面積

向島IWf 413ha (20.7%) 

2 上山市 362ha (18.1%) 

3 山形市 316ha (15.8%) 

4 南脇市 295ha (14.8%) 

5 天堂市 164ha (8.2%) 

6 ~(f河江市 96ha (4.8%) 

7 ょu根i'li 59ha (3.0%) 

8 大江町 31ha (1.6%) 

9 )llvyll汀 29ha (1.5%) 

10 ':ifl円町 23ha (1.2%) 

山形県 2，000ha (100%) 

i辺林水路干?統，tl.tl~報部I (2002) : i平成12年産

栄樹'1:.mWH¥;j統，rUにより作成。

ブドウ栽培は高畠町、
てんどう さがえ

天童市、 寒河江市、
、
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第2図地区別販売農家数の推移

(1960-2000年)

農林水産省大臣官房統計情報部が公表している「良
林業センサス山形県統計書J各年版により作成。

るD ここでは農林水産省大臣官房統計情報部が

公表している農林業センサス山形県統計書各年

版から 4地区の販売農家数引の推移(1960--

2000年までの10年ごと)について第2図に示し

た。これをみると、 4地区ともにピークは1980

年で、それ以前は急増、それ以後は急減してい

るという推移であった。 1970年代は米の減反政

策によるブドウへの転作が進んだ時期であるた

め、 1980年は農家数や栽培面積が一時的に増加

したのではなL、かということが農家への聞き取

りのなかで伺えた。なお、 2000年の農家数は和

田地区が249戸、屋代地区が199戸、高畠地区が

192戸、亀岡地区が96戸であった。

IT. J Aにおけるブドウ関連の業務内容

高畠町では JA高島町および合併後の JA山

形おきたまがブドウの集荷および市場出荷に関

する業務を行っているo J A山形おきたまは
よねざわ

1994年4月に山形県南部に位置する米沢市、南
ながい かわにしちaうしらたかまち L叫、で

陽市、長井市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊

皆、ふ通時の 3市 5町引が合併して誕生した

広域 JAである。

本章では、ブドウ関連施設の整備状況(1節)

と市場への出荷状況(2節)についてみていく

が、ここでの内容は2002年9--10月にかけて数

回実施した JA山形おきたま園芸部での聞き取

りによるものであるo

1.ブドウ関連施設の整備状況

高島町におけるブドウ関連施設の整備状況は

第3表に示したが、これをみると、 JAでは町

内各地に共同集出荷所と低温貯蔵庫を整備して

きたこと、これらの施設は JA山形おきたまに

合併される前の JA高畠町が整備してきたこと

が読み取れるo

共同集出荷所は、町内の組合員が栽培したブ

ドウの集荷と市場への出荷を行うための施設で

ある。集出荷所は JA高畠町が国や県、町など

の各種事業の補助金を活用しながら太田集荷所
こごりやま

(1965年)、小郡山果実集荷所(1974年)、亀岡

果実出荷所(1978年)、屋代果実集出荷所(1979

第3表 高畠町におけるブドウ関連施設の整備状況

施設名 実施年度 事業主体 地区名 施設の内容

太田集荷所 1965 JA高畠町 太田 集出荷

時沢果実低温貯蔵庫 1971 JA高畠町 時沢 低温貯蔵

和田果実低温貯蔵庫 1971 JA高畠町 上和田 低温貯蔵

小郡山果実低温貯蔵庫 1973 JA高畠町 小郡山 低温貯蔵

小郡山果実集荷所 1974 JA向島町 小郡山 集出荷

亀岡果実出荷所 1978 JA高畠町 亀岡 集出荷、低温貯蔵

屋代果実集出荷所 1979 JA高畠町 三条目 集出荷

屋代北部果実集出荷所 1987 JA高畠町 時沢 集出荷

「平成12年度商品町の農林業」により作成。



年)、屋代北部果実集出荷所(1987年)を建設

してきた。集出荷所は JA高畠町が農家からの

集荷量や市場への出荷量のバランスを考えて配

置してきたが、その整備にかかった時間は約20

年であった。各集出荷所にはブドウ箱に付けら

れている各農家のバーコードと等級を瞬時に読

み取る選果機が導入されているため、作業や事

務処理の速さはもちろんのこと、最大の利点、は

遠方の市場であっても鮮度の良い状態で出荷が

できるということである。

低温貯蔵庫は、収穫後 1か月間は約 50Cに設

定した貯蔵庫で保存しながら出荷時期を調整す

る施設である。低温貯蔵庫は JA高畠町が共同

集出荷所と同じく各種事業の補助金を活用しな

がら時沢果実低温貯蔵庫(1971年)、和因果実

低温貯蔵庫(1971年)、小郡山果実低温貯蔵庫

(1973年)、亀岡果実出荷所(1978年)を約10

年かけて整備してきた。しかし、 1970年代初め

からは施設栽培の導入とともに出荷時期も分散

化されるようになったため、現在は低温貯蔵庫

の使用度が激減しているo 本稿で取り上げる屋

代地区時沢集落では、 1971年に共同の時沢果実

低温貯蔵庫が建設されたが、現在は共同の低温

貯蔵庫の利用者が少ないことから閉鎖し、使用

する場合は個人所有の低温貯蔵庫で十分に対応

できるという。

2.市場への出荷状況

JA山形おきたまの集出荷所では 2kg諮ダ

ンボール箱の全量検査を行っている。検査に合

格したデラウェアは毎年おおよそ関東50%、東

北と近畿を合わせて30%、中部20%の割合で50

を超える市場へ出荷している。このうち、東京、

大阪、仙台、名古屋などの主要都市に展開する

27の市場には大量に出荷している。各地の市場

からは当産地のデラウェアが高品質であるとい

う評価を得ているため、 JA山形おきたまでは

どの市場とも高単価での取引に成功してきたと

いう実績がある。

デラウェアは、 5月頃から施設栽培を主とす

る大阪府産と島根県産が、 7月中旬から露地栽

培を主とする山梨県産が、 7月下旬から施設栽
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培を主とする山形県産が市場に多く出回る。山

形県産のピークは 8月中旬であるが、 JA山形

おきたまではこの時期までに全体の 6割を出荷

できるように調整しているo なお、 JA山形お

きたま園芸部の担当者によれば、 7月下旬には

山梨県産と山形県産とが市場で競合する時期が

あるが、有利に販売したい山梨県側の JAは安

価に設定するため、出荷間もない山形県産もそ

れにつられて安価にせざるを得ないのが悩みで

あるという。

m.高畠町屋代地区時沢集落におけるブ

ドウ施設栽培の展開

2002年10月下旬における高畠町屋代地区時沢

集落のブドウ栽培農家数は JA山形おきたまで

の聞き取りから36戸であった。 2002年10月下旬

-11月下旬にはこの36戸に対して、従事者、栽

培品目、施設栽培導入前の問題点、施設栽培の

導入時期、栽培形態と主な作業時期、施設栽培

導入後の効果と問題点に関する聞き取り調査の

実施を依頼した。このうち、聞き取り調査がで

きたのは全体の44.4%にあたる16戸であった。

回答率はやや低いため、全体像を把握するのは

困難であるが、本節ではこの調査結果を最大限

に活用して分析を進めることにするo

1.従事者

回答の得られた16戸の従事者総数は43(男

23、女20)名であった。農業は夫婦での共同作

業であるため、男女の比率はほぼ閉じであっ

た。農業は自らの意思でリタイアしない限り定

年がないため、年齢は20-80代まで幅広くいる

が、その平均年齢は53.4(男53.3、女53.6)歳

であった。最も多い農家では 4人、最も少ない

農家では 2人、平均従事者数は2.7人であった。

ブドウ栽培はいずれの農家でも少人数体制で成

り立っているといえる。

後継者のいる農家は「複合世代農家J、後継

者のいない農家は「単世代農家」としてみた場

合、「複合世代農家」は 9戸、「単世代農家」は

7戸であった。「複合世代農家」では、親世代
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は60代、その子ども世代は男子が高校卒業後

に、女子が結婚後に従事している人が多かっ

た。一方、「単世代農家」は、かつては「複合

世代農家Jであったが、現在は先代がリタイア

し、すべて50代の夫婦のみになったというケー

スであった。こうした農家では作業の忙しい時

に親戚やシルバ一人材センターなどから季節労

働者を雇用することで農家経営を継続させてい

るo 従事者の不足する部分はこうした雇用形態

も有効であると考えるが、ブドウ栽培を継続し

ていくためにはやはり各農家の後継ぎを確保し

ていくことが重要であるo

1960年代までは全国の果実消費量が増加傾向

にあったことや果樹農業が成長部門に位置づけ

られていたこともあり、子どもは高校などを卒

業すると家のブドウ栽培を当たり前のように継

いできた。しかし、その後は需要の低迷、農家

収入の減少、産地問競争の激化など先行きの見

えない状況が続いていることもあり、子どもは

高校などを卒業しても農業が好きでない限り他

の仕事に就職するという風潮になっている。

2.栽培品目

栽培品目の組み合わせ型については第4表に

示したが、これをみると、①ブドウのみは 7戸、

②ブドウ+米は 4戸、③ブドウ+その他は 3

戸、④ブドウ+米+その他は 2戸であった。時

沢集落ではブドウのみを専門に栽培する農家が

大半を占めている。ブドウのみと答えた農家で

もかつては米も栽培していたが、現在は米づく

りを他に委託するか水田を貸すかなどして手間

のかかるブドウ栽培に専念するようになった経

緯をもっ。

第4表栽培品目の組み合わせ型

栽培品目

①ブドウのみ

②ブドウ+米

③ブドウ+その他

④ブドウ+米+その他

計

聞き取り調査により作成。

農家数

7戸

4戸

3戸

2戸

16戸

第5表栽培品目別面積

農家
プドウ 米 その他

番号

100a 100a 一

2 II0a 一

3 130a 一 一

4 155a 一 17a 

5 180a 

6 140a 一

7 100a 25a 2a 

8 115a 一

9 115a 80a 一

10 IlOa 一

11 100a 一 一

12 120a 165a 150a 

13 70a 30a 一

14 70a 一 70a 

15 60a 10a 一

16 130a 20a 

聞き取り調査により作成。

ブドウの栽培面積(第5表)は最小60a-最

大180aまでであるが、うち100a以上は全体の

8 i1Jを超える13戸であった。

栽培品種はどの良家もデラウェアが中心であ

るが、他には巨峰やピオーネ、スチューベンな

どをわずかに栽培する農家もみられたV50 デ

ラウェア以外の品種は JA山形おきたまの共同

出荷では高価格が見込めないため、それらは市

場への自己搬入や直売で販売しなければならな

L、。

3.施設栽培の導入過程

施設栽培を導入する前は露地栽培のみであっ

たが、その当時はどんな問題を抱えていたのだ

ろうか。そこで、聞き取り調査では各農家が抱

えていた問題点について答えてもらった(第6

表)。これをみると、最も回答が多かったのは

「ジベレリン処理や収穫時期に労働が集中した」

が16戸全てであった。それ以降は、「病害虫や

裂果、霜害が多かった」が15戸、「雇用労働力

を多く必要とした」が13戸、「農薬代がかかっ

た」が 7戸、「販売価格が低迷していた」が 6戸、
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第6表施設栽培導入前の問題点

問題点

ジベレリン処理と収穫の時期に労働が集中した

病害虫や裂果、霜害が多かった

雇用労働力を多く必要とした

農薬代がかかった

販売価格が低迷していた

田植えとジベレリン処理の時期が重複した

高齢者の労働の負担感が大きかった

規模拡大が困難だった

聞き取り調査により作成。

「田植えとジベレリン処理の時期が重複した」

が5戸、「高齢者の労働の負担感が大きかった」

と「規模拡大が困難だった」が 2戸ずつであっ

た。この結果から、露地栽培の時はジベレリン

処理や収穫作業が短期間に集中していたため、

各農家では家族労働者に加えて季節労働者も多

く雇用しなければならないという悩みを抱えて

いたことが推測できる。また、ジベレリン処理

ではその後に雨が降ると溶液が流されて効果が

なくなってしまうため、雨の日や雨の降りそう

な日には作業が出来ない上、作業のやり直す時

も多かったとL寸。さらに、収穫期に雨が多い

年はプドウの実に黒い斑点ができて全部腐って
ばんぷ

しまう晩腐病が発生しやすいため、なかには収

穫した全てのブドウを廃棄しなければならな

かった悔しい経験をした農家もあった。

JA高畠町ではこれらの問題に対応するた

め、 1970年代以降は農機具業者の協力を得なが

ら農家に対して施設栽培の導入費や収益を示し

てきた。また、県に対しては施設栽培にかかる

費用を補助してもらえるように働きかけてき

た。その結果、 1987年から実施された県の園芸

銘柄産地育成事業では各農家における施設栽培

導入費の 1/3が助成されることになった。

施設栽培を導入するにはハウスの支柱代と被

覆するビニールシート代に多額の資金がかか

るo 支柱は一般的に10aあたり約100万円と高

額であるが、その理由は、多雪地域である高畠

町では被覆後に大雪が降った場合、雪の重さで

ハウスが押しつぶされてしまうおそれがあるこ

農家番号

1 2 3 4 567  8 9 10 II 12 13 14 15 16 

0000  0000  0000  0000  
0000  0000  0000  。。。。。。

。

。0000  0000  000  。 。 。。。 。。。 。 。。。。 。。 。。 。。

とから、ハウスを建設する際には一般的なハウ

スよりも太い支柱を使ったり、間口部分を 3m

--3m60cm位に狭くしたりしているためであ

るo さらに、支柱は使用年数が長くなればサビ

の発生や強度が落ちるため、数十年おきには新

しいものに建て替える費用も必要になるo 一

方、ビニールシートは10aあたり約5万円であ

るが、収稜後に外したビニールシートは汚れが

第7表施設栽培の導入時期

農家
無加温栽培 雨よけ栽培

半加温
番号 栽培

1979、80、85、931978 一

2 1975-- 1979 一

3 1979、86、99 1974、77、78一

4 一 1982"" 一

5 1978、79、83 1978、79、83一

6 1975"" 1975"" 1999 

7 1985、92 1978 一

8 1978、95 一 1999 

9 1989 1993 1982 

10 1978、79、80 1978、79、80一

11 1976--85 1976""85 一

12 1974、75、76、93一 1996 

13 1973、80 1985 一

14 不明 一 一

15 1992、95 一 一

16 1978 ........ 1978-- 一

一ーは導入していないことを示す。
何年まで導入したか不明である時は~のままにし

てある。
聞き取り調査により作成。
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栽培形態別面積割合

i出家
施設栽培

露地
半加iliil 無加温雨よけ番号
率先t音 殺士宮・ 栽t音

栽培

80% 20% 

2 70% 30% 

3 40% 45% 15% 

4 60% 40% 

コ 50% 20% 30% 

6 10% 50% 10% 30% 

7 50% 20% 30% 

8 20% 25% 20% 35% 

9 25% 40% 10% 25% 

10 70% 5% 25% 

11 50% 50% 

12 50% 35% 15% 

13 85% 5% 10% 

14 20% 80% 

15 20% 80% 

16 90% 10% 

純かけの部分は各b:!*の?政府形態別商品l'n~J合
の l位であることを示している。
聞き取り;!朗代により作成。

事!~加温栽欣・ +雨よけ栽培の組み合わせは 3 戸

(1良家番号 2、11、16)、⑤半加温栽培+無加

視栽培+路地栽培の組み合わせは l戸(出家番

号12)、⑥雨よけ栽培+路地栽培の組み合わせ

はl戸(民家務号 4)であった。④の組み合わ

せで栽地・している出家番号 2、11、16の3戸は

施設栽培のみということになる。

また、施設栽取・のなかでは半加温栽培があま

り行われていなし、。 JA山形おきたまでは早期

出荷が可能である半加協栽培-を導入する民家が

増えることを期待しているが、出家側では 「生

産コス トが高くても安定した収主主を得られる ど

うかかわからないので過剰投資になるかもしれ

ないからJと懸念する声が多く聞かれた。

ブドウ殺椛では被覆 (誕地栽培は除く )、ジ

ベレリン処理、収磁がセな作業になる。その作

業時期は第 9表にポ したが、これをみると、栽

緒形態は同じであっても出家によってやや異な

ることがわかる。ここでは、栽陪形態別におけ

第 8表

山形県市川町時沢集mにおけるブドウ施般栽t昔の展開

目立つため、こちらは毎年新しいシートに買い

替える必要がある"6。このように、施設栽培

はその導入費と維持貨の負担が大きし、。しか

し、各政家では多額の資金がかかっても露地栽

培よりも期待の望める施設栽培を選択したので

ある。

各民家における施設栽培の導入時期について

は第7表に示したが、これをみると、施設栽培

は全農家が導入していること、その導入時期は

1970年代初めからであること、 栽培形態別では

無加温栽培-が1973-1999年にかけて、雨よけ栽

培が1974-1985年にかけて、 と|三加温栽培が1982

-1999年にかけて導入されたこと、施設栽培は

導入賞や維持貨が高額であるため、各民家では

資金繰りをしながら少しずつ施設栽培の拡大を

図ってきたことが読み取れる。

4.栽培形態と主な作業時期

ブドウ栽培には、 ①ハウスを使わずに自然条

件下で栽培する従来からの「属地栽培」、②ま

だ雪の残る 3月上旬-3月中旬にハウス全体を

ビニールシートで被視し、 5月上旬までは暖房

を使って成長を早める 「半加温栽培J"7、

③ 3月下旬-4月1-1:1旬にハウス全体をビニール

シートで被槌するが、暖房は使わない r1n~加担

栽塙」、④ 3月下旬-4月下旬にハウスの上部

のみをビニールシートで被視する 「雨よけ栽

培」の4つの形態がある。

ブドウ栽指-の形態別而間割合については第8

表に示したが、これをみると、各民家では 2-

4つの形態を組み合わせてブドウ栽培を成立さ

せていること、半加温栽培を行っている出家は

4戸と少ないこと、各出家のj比大商省1割合では

WJ加温栽培が10戸と最多であることが読み取れ

る。

なお、民家数の多い組み合わせ順について詳

しくみておく と、 ①~lli加温栽培+雨よけ栽格+

属地栽培の組み合わせは 5戸 (出家番号3、5、

7、10、13)、②半加潟栽埼+1nUl日協栽培+雨

よけ栽精+属地栽培の車I~み合わせは 3 j=i (出家

番号 6、8、 9 ) 、 ③1J1~加瓶栽峨 +踊i也栽縞・の

組み合わせは 3Ji (I良家帯号 l、14、15)、④

l 1) l:-ス ヴ リ・ 19q!){1) 沿岸地方とサハ リン島 (ATJ1A(MIiIPA) t 111 WJ也|淀川
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第 9表 被覆・ジベレリン処理・収穫作業の時期

3月 4月 5月 6月 7月 8月
農家 栽培

上中下 上 中 下 上中下 上中下 上中下 上中下番号 形態
旬旬旬 旬旬句 旬旬旬 旬旬旬 旬旬旬 旬旬旬

無加温 』ーーー
雨よけ - -- 一一
露地 同ー 一一

2 
無加温 』ーーー 同ーーー
雨よけ 一 一一
無加温 回ーーー

3 雨よけ -・・・・園田・・ -- 一一
露地 一一
雨よけ ーー4 
露地 ー.- 国--

無加温 』ーーー
5 雨よけ 一 一一

露地 一
半加温 一 ーー
無加温 同ーー・6 
雨よけ 一 -- 一一
露地 -- 一一

無加温 ドーーーーー
7 雨よけ - 一一

露地 一一
半加温 一 ーーー

8 無加温 ---
露地 -・・・ ・圃
半加温 一 圃-- 一回圃圃圃圃圃圃圃.

9 
無加温 回ーーー -- 一一
雨よけ 四国E ・ -- 一一
露地 -- 一一

無加温 --_. 
10 雨よけ --

露地 一一
無加温 一 --11 
雨よけ

半加温 園圃園田・ ー-_. F= 
12 無加温 同ーーー --露地 --

無加温 回ーー-
13 雨よけ 一 -圃.-_. 

露地 -- 一一
無加温 一 -- 一一14 
露地 ー.- 一一

無加温 -- 一一15 
露地 ーー

無加温 同ーー・16 
雨よけ -圃固・・・・・・ -- 』ー 一一

凡例 一一被覆、 ーージベレリン処理、 --収穫

農家番号3、5、7、10のジベレリン処理の時期は不明。
聞き取り調査により作成。
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る各作業の最も早い時期から最も遅い時期まで

の期間についてみてL、く。

まず、組み立てられたハウスの支柱の上にビ

ニールシートをかける被覆作業は 3月上旬--4

月下旬までに行われるが、うち半加温栽培はま

だ雪の残る 3月上旬--3月中旬にかけて、無加

温栽培は 3月下旬--4月中旬にかけて、雨よけ

栽培は 3月下旬--4月下旬にかけて行われ

るV80 なお、半加温栽培では被覆後から 5月

上旬まで暖房を使って成長を早めるのに対し、

無加温栽培は暖房を使わなL、。

次に、ジベレリン処理は果実を種なしにする

ことと成熟期を早めるために結実する部分を赤

色の溶液に浸す作業である。作業時期は 4月中

旬--6月上旬までの閲で花の満開 2週間前と満

開10日後の 2回行う。うち、半加温栽培は 4月

中旬--4月下旬にかけて、無加温栽培は 5月上

旬--5月下旬にかけて、雨よけ栽培は 5月中旬

--5月下旬にかけて、露地栽培は 5月下旬--6

月上旬にかけて行われるV90

収穫作業は 6月上旬--8月下旬までに行われ

るが、うち半加温栽培は 6月上旬--7月中旬に

かけて、無加温栽培は 7月中旬--8月下旬にか

けて、雨よけ栽培は 7月中旬--8月下旬にかけ

て、露地栽培は 8月上旬--8月下旬にかけて行

われる。

このように、露地栽培のみではジベレリン処

理や収穫作業が短期間に集中してしまうが、施

設栽培では栽培形態によって作業時期が異なる

ため、各農家では 2--4つの栽培形態を組み合

わせることによって被覆、ジベレリン処理、収

穫の作業時期を分散化させることが可能になる。

5.施設栽培導入後の効果と問題点

まず、施設栽培導入後の効果については第10

表に示したが、これをみると、最も回答が多

かったのは「作業時期が分散した」が16戸全て

であった。それ以降は、「少ない労働力で済む

ようになった」が12戸、「販売価格が上昇した」

が6戸、「高齢者の労働の負担感が緩和したJ
が3戸、「作業時聞が短縮した」が 2戸、「栽培

面積が拡大した」が O戸であった。この結果か

ら、露地栽培ではジベレリン処理や収穫作業が

短期間に集中してしまうため、家族労働者だけ

では人手が足りないという問題を抱えていた

が、施設栽培の導入後は「作業時期が分散した」

が16戸全て、「少ない労働力で済むようになっ

た」が12戸で回答したことから、この問題点は

大幅に改善したといえる。

また、露地栽培では「病害虫や裂果、霜害が

多かった」や「農薬代がかかった」と回答する

良家も多かったが、施設栽培では病害虫が減少

し、以前は 8--9回行っていた消毒が今では 4

回程度に減ったという声もあった。こうした農

家では「作業時聞が短縮した」と回答したが、

それは 2戸に過ぎないため、全体としてはあま

りメリットを感じていないようである。

露地栽培では「阪売価格が低迷していた」と

回答した農家が 6戸あったが、その当時は JA

高畠町の買取価格が 1kg350円前後であった

が、施設栽培導入後は出荷時期の調整や品質の

向上などが反映されて 1kg550-600円へと上

第10表施設栽培導入による効果

効果
農家番号

1 234  5 678  9 10 II 12 13 14 15 16 

作業時期が分散した 0000  0000  0000  0000  
少ない労働力で済むようになった 000  。。。。 。0000  
販売価格が上昇した 000  。 。。
高齢者の労働の負担感が緩和した 。 。 。
作業時聞が短縮した 。 。
栽培面積が拡大した

聞き取り調査により作成。
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第11表施設栽培導入後の問題点

展家番号
問題点

1 234  567  8 9 10 11 12 13 14 15 16 

被覆作業が大変である 000  。。。000  0000  
温度管理やかん水に手聞がかかる 。
維持費がかかる 。
両温による着色障害が起こる 。。
除雪作業に手聞がかかる

傾斜地での作業が大変である 。
聞き取り調査により作成。

昇した。しかし、施設栽培では本章3節で述べ

たように導入費や維持費が高額である分、実際

には JA高畠町および JA山形おきたまの買取

価格が上昇していても、あまり「販売価格が上

昇した」と実感する農家は全体の 4割に満たな

い6戸と少なかった。

次に、施設栽培導入後の問題点については第

11表に示したが、これをみると、最も回答が多

かったのは「被覆作業が大変である」が13戸で

あった。それ以降は、「温度管理やかん水に手

聞がかかる」が12戸、「維持貨がかかるJが10戸、

「高温による着色障害が起こる」が6戸、「除

雪作業に手闘がかかる」と「傾斜地での作業が

大変である」が 1戸ずつであった。この結果か

ら、施設栽培は先述したようなメリットが多い

反面、農家側では「被覆作業が大変である」、「温

度管理やかん水に手聞がかかる」、「維持費がか

かる」といった施設栽培ならではの作業や管

理、維持費がやや負担に感じているようである。

半加温栽培と無加温栽培ではハウス内が急に

高温になってしまうと着色障害が起こりやすい

ため、各農家ではハウスのサイド部分を手動か

自動で開けて外気を取り入れながらほぼ一定の

温度に保てるように調整する手聞が必要にな

るo また、かん水とはスプリンクラーを使って

水をまくことをいう。

W.おわりに

本稿では、山形県高畠町屋代地区時沢集落に

おけるブドウ施設栽培の導入時期や栽培形態と

。。。。。000  。。。。0000  000  。。。。。。

主な作業時期、施設栽培導入後の効果と問題点

などを明らかにするため、ここではブドウ栽培

農家で行った聞き取り調査のデータに基づいて

検討を加えた。ここで得られた点は以下の通り

であるo

露地栽培ではジベレリン処理や収穫作業が短

期間に集中してしまうため、家族労働者だけで

は人手が足りないこと、露地栽培ではその年の

気象状況や病害虫などの影響を強く受けるた

め、ブドウの生育状況や品質などは毎年変わっ

てしまうことが大きな悩みであった。施設栽培

はこれらの問題を解消できる栽培方法として全

農家が導入した。

施設栽培は1970年代初めから導入されたが、

その導入費や維持費は高額であるため、各農家

では資金繰りをしながら少しずつ施設栽培の拡

大を図ってきた。また、 JA高畠町では1970年

代以降、農家に対して施設栽培の導入費や収益

を示してきたこと、 JA高島町では施設栽培に

かかる費用を県に補助してもらえるように働き

かけてきたこと、 1987年から実施された県の園

芸銘柄産地育成事業では各農家における施設栽

培導入費の 1/3が助成されたことも施設栽培

の導入が進んだ大きな要因である。

施設栽培とは半加温栽培、無加温栽培、雨よ

け栽培の 3形態のことをいうが、各農家では従

来からの露地栽培、半加温栽培、無加温栽培、

雨よけ栽培のうち 2--4つの形態を組み合わせ

てブドウ栽培を成立させている。露地栽培のみ

ではジベレリン処理や収穫作業が短期間に集中

してしまうため、家族労働者だけでは人手が足
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りないという問題を抱えていた。一方、施設栽

培では栽培形態によって作業時期が異なるた

め、各農家では露地栽培も含めて 2--4つの栽

培形態を組み合わせることによって被覆(施設

栽培のみ)、ジベレリン処理、収穫の作業時期

を分散化させている。なお、栽培の中心は無加

温栽培である。

施設栽培の導入後は「作業時期が分散した」

と「少ない労働力で済むようになった」との回

答が多いことから、露地栽培のみを行っていた

時に抱えていた問題点は大幅に改善したといえ

る。その一方で、農家側にとっては「被覆作業

が大変である」、「温度管理やかん水に手聞がか

かる」、「維持費がかかる」、「高温による着色障

害が起こる」といった施設栽培ならではの作業

や管理、維持費がやや負担になっている面もあ

るo

時沢集落で得られたブドウ施設栽培のメリッ

トやデメリットは他のブドウ産地あるいは果樹

産地の施設栽培で指摘されている点とほぼ同じ

内容であった。また、時沢集落の施設栽培は

1970年代初めから始まったが、この導入時期も

全国的な傾向と同じであった。

ブドウの集出荷や市場面は JA山形おきたま

が全面的にサポートしているため、それらに関

する農家側の心配はいらないが、各農家ではブ

ドウ栽培の基盤である後継者を確保していくこ

とと、高値で取引してもらえる高品質のブドウ

づくりができる人材を育成していくことが重要

な課題である。今後はデラウェアの大産地とし

て更なる発展を遂げていくことを期待したい。
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注

'Yl 果樹生産出荷統計では、「結果樹面積とは、生産

者が当該年産の収穫を意図して結果させた栽培而磁

をいう。」と定義している。

'Y2 山形県の市町村数は44。平成の大合併が進んだ

2005年11月1日以降は35になった。

'Y3 農林業センサスでは、「販売農家とは、経営耕地

面積が30アール以上文は段産物阪売金額が50万円以

上の農家をいう。」と定義している。

'Y4 3市5町の位置については第 l図参照。

'Y5 なお、高畠町を含む山形県の主力品種は現在も

デラウェアであるo

'Y6 使用済のビニールシートは JA山形おきたまが

回収と処分を行っている。

'Y7 加温するのは気温が高くなり始める 5月上旬ま

でである。加温時間は生育期間の約半分であるため、

山形県のブドウ栽培地では「半加温栽培」と呼んで

いる。

'Y8 被覆作業は風の弱い早朝や夕方に行われる。

'y 9 J A山形おきたまの組合員組織の lつである「高

畠町ぶどう振興部会」は高畠、屋代、亀岡、和田の



各地区に支部がある。さらに、屋代支部には「加温

栽培研究会」と「ジベレリン処理委員会」が設けら

れている。この「ジベレリン処理委員会」とは、栽

培形態ごとに複数の良家から花粉のサンプルを集め

てジベレリン処理の適期を見極める活動を行ってい

る。
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